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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１２月７日 １１時０３分ごろ 

発生場所 大分県姫島
ひめしま

村姫島南東方沖 

 姫島灯台から真方位１７２°２.１７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４１.７′ 東経１３１°４２.４′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第三大栄
だいえい

丸、４９１トン 

   １３５１７７、大同産業株式会社 

   ６５.０２ｍ×１３.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年７月１０日 

Ｂ 漁船 大黒
だいこく

丸、２.８トン 

   ＯＴ３－２７６３３（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.００ｍ（Lr）×２.３２ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１４０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５９

年４月２１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６７歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５０年９月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１１月７日 

    免状有効期間満了日 平成３１年７月２３日 

 航海士Ａ 男性 ６４歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１８年６月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月１６日 

    免状有効期間満了日 平成２８年６月１１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２０年３月２４日 

    免許証交付日 平成２５年１１月２１日 

           （平成３０年１１月２０日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部が圧壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａほか２人が乗り組み、航海士Ａが、単独

で船橋当直を行い、手動操舵により、約８.３ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で姫島南東方沖を東進中、平成２５年１２

月７日１０時５６分ごろ、右舷船首方約１.２ＭにＢ船を視認し、Ｂ

船が停船していると思って東進を続けた。 

 航海士Ａは、１１時００分ごろ、航行を始めたＢ船を右舷船首方約

０.５Ｍに視認し、双眼鏡でも確認したが、Ｂ船が、長さ約６５ｍあ

るＡ船を認めており、接近してもＢ船がＡ船を避けてくれると思って

航行中、Ｂ船に接近し、Ｂ船がＡ船を避ける様子がなかったので、衝

突直前に汽笛信号を行って左舵一杯を取り、機関を中立にしたが、１

１時０３分ごろ、姫島南東方沖において、Ａ船の右舷船首部とＢ船の

左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、姫島南東方沖での漁を終え、帰

るため、１０時５８分ごろ漁場を発進し、船長Ｂは、操舵室の床に座

って手動操舵により、約１２kn の速力で北北西進した。 

 船長Ｂは、本事故発生場所付近は、ふだん、通航する船舶が少ない

場所なので、Ｂ船の周囲には他船がいないと思い、船首方向を見なが

ら、手袋を外していた時、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、所属している漁業協同組合に本事故の連絡を行い、海上

保安庁への通報を依頼した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３ 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 航海士Ａは、３Ｍレンジに設定したレーダーを使用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、姫島南東方沖を東進中、航海士Ａが、右舷方から接近する

Ｂ船がＡ船を認めており、接近してもＢ船がＡ船を避けてくれると思

い、東進を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、姫島南東方沖を北北西進中、船長Ｂが、ふだん、通航する

船舶が少ない場所なので、周囲に他船がいないと思い、船首方向を見

ながら航行していたことから、左舷方向から接近するＡ船に気付か

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、姫島南東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が北北西進

中、航海士Ａが、右舷方から接近するＢ船がＡ船を避けてくれると思
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い、東進を続け、また、船長Ｂが、ふだん、通航する船舶が少ない場

所なので、他船がいないと思い、船首方向を見ながら航行していたた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・右舷船首方から接近する他船を認めた場合、衝突する虞の判断を

速やかに行い、避航船は、できる限り、早期に適切な避航動作を

とること。 
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                付図１ 事故発生経過概略図 
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Ｂ船 


